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研究背景：日雇労働者の街として知られ、日雇労働運動の長い歴史を持つあいりん地域では、近年、労働者層の変化が見られている。それは、従来の建設業の日雇労働者に加え、建設業以外の労働者や外国籍労働者
の流入が進んでいるということである。そのなかには、健康・住居・人間関係など複合的な問題を抱え、安定的な就労に至ることが困難な人も少なくない。こうした背景のもと、西成労働福祉センターが支援対象とし
てきた利用者像も、従来の建設業日雇労働者にとどまらず、高齢者、障害者、外国籍の人々、生活困窮者など、多様な就労困難者へと広がっている。これらの就労困難者の実態を把握し、就労困難に至る要因を検討す
るとともに、センターの支援を通じて彼らがどのように生活を維持しているのかを明らかにすることは、現代日本における就労支援の課題と特徴を理解するうえで重要と考えられる。

研究方法：
①タイムスタディ1

タイムスタディとは被支援者に対する支援期間において、支援内容ごとに要した時間を調査して分
析する手法である。具体的には、西成労働福祉センターの就労相談記録に記録された支援の内容を複数
のカテゴリ（例えば、「住居」「社会保障」「労災相談」など）に分類し、支援項目ごとに要した時間、
およびそれぞれの支援に費やされた時間の割合を算出する。それに基づき、図面を作成し、被支援者の
状態を可視化する。

②西成労働福祉センターの支援サービス利用者の属性や居住状況、健康状態、福祉利用
状況などに関する相談支援記録データの集計（現在、進行中）
西成労働福祉センターにおける支援サービスの利用者層の変化と全体像を描くために、必要なデータ

となっている。

③相談窓口で同席しての観察
（ ：2025/7/14-2025/9/30，週1回程度； （予定）：2026/3/1～ ）
西成労働福祉センターの職員とともに相談窓口に同席し、窓口を

訪れる相談者の主訴や生活状態、相談対応の内容、職員とのやり取
りの様子、および職員が困難を感じる場面などについて詳細に観察
する。また、センターの支援体制を現場から観察する。

用語の定義：

問題意識・研究目的：本研究では、日雇労働者の求職・求人場所として知られるあいりん地域に着目し、近年どのような変化が生じているのかを明らかにする。そのうえで、就労困難者とはどのような人々を指す
のか、また彼らがなかなか就労に至らない要因を検討する。さらに、彼らが西成労働福祉センターの支援サービスを通じてどのような生活を送っているのかを把握し、就労支援の実態と特徴を明らかにする。

参考文献

　　　　　支援年度
支援項目

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
対応時間
合計

構成比

コミュニケーション 0 0 0 27 25 5 0 0 0 5 10 72 1.3%
緊急 10 15 18 197 37 0 5 0 0 0 0 282 5.2%

保健医療 50 30 3 301 74 5 0 5 2 5 0 475 8.8%
住居 25 0 8 65 35 40 0 0 0 5 0 178 3.3%
生活 27 0 21 117 178 35 5 0 5 45 32 465 8.6%

社会保障 63 60 10 489 95 0 0 0 0 0 0 717 13.3%
在留資格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

就労相談・紹介 30 0 3 33 118 0 90 70 48 135 48 575 10.7%
特掃 5 10 0 48 12 0 0 0 0 0 0 75 1.4%

労働相談 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0.9%
技能講習 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

支援計画　インテーク 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1.1%
支援計画　記録 90 30 15 455 268 45 75 60 40 185 75 1338 24.9%

支援計画　リサーチ 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0.3%
支援計画　会議（内部） 0 0 0 235 95 0 0 0 0 10 0 340 6.3%
支援計画　多機関連携 85 10 5 377 231 22 5 0 0 5 0 740 13.7%
支援項目合計（分） 495 155 83 2359 1168 152 180 135 95 395 165 5382 100%

①あいりん地域
あいりん地域は大阪市西成区に位置し、

「釜ヶ崎」とも呼ばれる。かつては建設業の日
雇労働者が集まる寄せ場（日雇労働の求人業者
と求職者が多く集まる場所）であり、簡易宿泊
所が集中し、バブル崩壊以降は失業問題や野宿
者の急増など、さまざまな都市問題が集中する
地域となった。

②西成労働福祉センター3

西成労働福祉センターはあいりん地域におけ
る日雇労働者の就労および生活上の課題に対応
するために、1962年に設置された。現在も労働
条件の明示を促進することにより、日雇労働者
の就労環境の整備に取り組んでいる。

③特掃
正式名称は「高齢者特別清掃事業」であり、

1994年から大阪府・大阪市の共同事業として運
営されている4。事業の目的は、あいりん地域に
おける建設現場に働く体力がない高齢の日雇労
働者や路上生活者に対し、就労機会および収入
の場を提供することである。
対象者は、あいりん地域での生活または就労

経験を有する55歳以上の日雇労働者で、生活保
護もしくは生活保護費相当の年金を受給してい
ない者とされる。事業は輪番制を採用し、登録
番号の順に就労機会が提供される。業務内容は、
道路清掃、公園の除草、保育所施設の補修など。
就労は1日単位で行われ、賃金は1日あたり
6,500円である5。

④現金求人
現金求人とは、事業者が現金で賃金を支払う

仕事の求人である。特に建設現場の求人は、現
金求人の場合が多く、その就労形態は現金就労
と呼ばれる。労働者は寄せ場（現在、主に西成
労働福祉センター）に行き、現金求人の仕事に
応募できたら、勤務日に建設現場に向かう。そ
の日の仕事が終わり次第、その日の賃金が現金
で渡される。そのため、現金就労の労働者は
「日々就労、日々解雇」の状態にあるといえる6。

事例：障害者のAさん（男性、2014年時点で50代後半） 来所目的：労災相談 支援期間：2014年～2024年

表1より、Aさんに対する支援時間の合計は5382分である（約89.8時間）。
図1より、西成労働福祉センターの支援サービスの利用によるAさんの支援内容の変化：
2014年～2020年：不安定的な生活状態⇒支援内容の種類が多く、支援時間も長く、生活状態が不安定とみられる。
2020年以降：安定的な生活状態⇒支援内容は主に就労相談・紹介であり、生活状態が安定になるとみられる。

Aさんは来所時点で住所が不安定であり、持病も抱えていた。また、住民登録地が西成区外であったため、西成区では生活保護の申請等を行うこと
ができなかった。このように、来所目的は労災相談であったものの、実際には生活面で複合的な困難を抱えていたことから、西成労働福祉センターの
職員は、本人のニーズに応じて総合的な支援を提供する必要があると判断した。その結果、2020年以降、Aさんの生活は徐々に安定し、健康状態およ
び住居の確保が安定したため、総合支援は終結した。就労面において、Aさんは強い就労意欲を示していたが、年齢的に高齢であり、就労に至ること
は困難であった。現在、Aさんは生活保護を受給し、最低限の生活を維持している。それにもかかわらず、Aさんは依然としてセンターを訪れ、現金
求人の状況を確認するなど、就労への関心を持ち続けている。

未定稿につき、写真撮影はお控えてください。

表2 西成労働福祉センターにおける支援事業
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付と就労・就労支援の関係をめぐって」，阿部誠（編著），『就労支援政策
にみる福祉国家の変容―７か国の分析による国際的動向の把握―』，ミネル
ヴァ書房。

2. 西成労働福祉センター，2023，『西成地域日雇労働者の就労と福祉のために
――令和5（2023）年度報告』。

3. 白波瀬達也，2017，『貧困と地域―あいりん地区から見る高齢化と孤立死』，
中公新書。

4. 沖野充彦，「あいりん地域における高齢者特別清掃事業の役割と効果」chro
me-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.city.osak
a.lg.jp/nishinari/cmsfiles/contents/0000179/179951/01.pdf

5. 西成労働福祉センター，2025，「2025年度高齢者特別清掃事業と輪番紹介の
ご案内」。

6. 島和博，1999，『現代日本の野宿生活者』，学文社。出所：西成労働福祉センター令和5（2023）年度事業の報告2に基づき、報告者作成

未定稿につき、写真撮影はお控えてください。
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表1 Aさんに対する支援内容および所要時間

図1 Aさんに対する支援内容の変化
出所：報告者作成

出所：報告者作成
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